
                    

 みよし市選挙管理委員会会議録 

日時 令和７（2025）年１１月８日（土)  

開会 午後４時００分 

閉会 午後４時３０分 

場所 市役所５階特別会議室 

 

 

出席者 

（選挙管理委員会委員） 

委 員 長  石 原 正 裕 

職務代理者  吉 岡   稔  

委  員   加 藤 好 光 

委  員   寺 嶋 敏 勝 

 

（事務局）  

書記長（総務部部長） 城   千穂子   書 記（総務課副主幹） 窪 田 大 輔 

書 記（総務部次長兼総務課長） 近 藤   晋   書 記（総務課専任副主幹） 小野田 浩 司 

書 記（総務課主幹） 森 田 悟 史   書 記（総務課主任主査） 一 丸 智 詩 

 

 

公開の状況 公開 

 

傍聴者 なし 

 

次第 

１ 挨拶 

 

２ 議題 

 (1) 選挙人名簿選挙時登録について 

 (2) 選挙管理委員会告示について 

 

３ その他 



 

議題 

名前 内容 

近藤書記 

 

 

 

 

 

石原委員長 

 

近藤書記 

 

 

石原委員長 

 

 

 

一丸書記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それでは、ただ今から選挙管理委員会を開催します。本日の会議

は、みよし市選挙管理委員会会議公開規程第２条の規定により、公開

することとし、会議の開催前に傍聴の受付を行ったところ、傍聴を希

望する者はいませんでしたので、報告をいたします。 

それでは始めに、石原委員長よりごあいさつをお願いします。 

 

＜委員長あいさつ＞ 

 

 それでは、委員長のとりまわしにより、議事の進行をしていただき

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

 それでは、議題に入りたいと思います。 

 議題（１）選挙人名簿選挙時登録についてについて、書記より説明

をお願いします。 

 

議題（１）選挙人名簿選挙時登録について事務局より説明いたしま

す。 

１ページをご覧ください。こちらが今回の選挙時登録における資

格要件になります。 

１基準日及び登録日は、令和７年１１月８日（土）、本日となりま

す。 

２登録要件は、（１）、（２）となり、いずれの要件も満たす者が登

録されます。 

登録要件の（１）国政選挙の選挙権のある者とは、日本国民で、選

挙期日である令和７年１１月１６日現在において、年齢満１８年（ね

ん）以上の者になります。 

 

（２）住所要件としては、 

ア 令和７年８月８日以前の転入者で引き続き本市の住民である

こと。 

イ 令和７年７月８日から令和７年１１月７日までの間に転出し

た者で、引き続き３か月以上みよし市の住民基本台帳に記録されて

いた者であること。 

ウ 帰化した者は、帰化の届出をし、告示がされた日以後、引き続

き本市の住民である者であること。 

となります。 

イのように、本市から転出した者であっても、転出後４か月以内の

者については、表示登録者として、本市の選挙人名簿に登録されま



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石原委員長 

 

 

委員 

 

石原委員長 

 

 

委員 

 

石原委員長 

 

 

す。 

３ 抹消者については、（１）から（３）までのいずれかに該当し

た場合、選挙人名簿から抹消されることとなります。 

（１）は、令和７年７月７日以前に転出した者で、転出して４か月

を超えた場合、本市の名簿から抹消されます。 

（２）は、前回の基準日から本日までに死亡した場合です。 

（３）は、欠格事項に該当した場合です。 

 

４ その他「転出者」で表示される者とは、選挙人名簿に「転出者」

と表示される者のことで、令和７年７月８日以降の転出者となりま

す。 

先ほどの２の（２）のイで触れた、本市から転出後４か月以内の者

となります。 

 

続きまして２ページをご覧ください。 

こちらは、今回の選挙時登録における選挙人名簿登録者数を表し

たものです。 

令和７年１１月８日現在の選挙人名簿登録者数は、 

男２４，７６８人、女２３，７４８人であり、合計４８，５１６人

となります。 

 

３ページは投票区ごとの内訳表、４ページは世代ごとの内訳表と

前回の定時登録からの増減、５ページは投票区ごとの前回の定時登

録からの増減となっております。 

 

議題（１）については以上となります。 

 

ただ今、書記からの説明がありましたが、ご質問等ございました

ら、お願いします。 

 

＜質問なし＞ 

 

それでは、議題（１）選挙人名簿選挙時登録について、ご異議なけ

れば挙手をお願いします。 

 

＜全員挙手＞ 

 

ご異議ないようですので、本議題については、承認されたものとい

たします。 

 



 

 

 

 

一丸書記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続きまして、議題（２）選挙管理委員会告示について、書記より説

明をお願いします。 

 

みよし市長選挙に係る選挙管理委員会告示について説明をいたし

ます。 

資料６ページをご覧ください。 

みよし市長選挙におけるポスター掲示場の設置についての告示で

す。 

７ページ、８ページにポスター掲示場の設置場所の一覧を掲載し

ています。 

設置数、設置場所ともに７月に行われた参議院議員通常選挙と同

じ内容となっています。 

 

続いて、９ページをご覧ください。 

今回の選挙人名簿の登録に係る地方自治法第７４条第１項及び第

７５条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の５０分の１の数

についての告示です。 

今回の登録者数である４８，５１６を５０で割ると９７０．３２と

なり、５０分の１の数は、９７１となります。 

 

続いて、１０ページをご覧ください。 

今回の選挙人名簿の登録に係る地方自治法第７６条第１項、第８

０条第１項、第８１条第１項及び第８６条第１項並びに地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第８条第１項に規定する選挙権を有

する者の総数の３分の１の数についての告示です。 

今回の登録者数である４８，５１６を３で割ると１６，１７２とな

り、３分の１の数は、１６，１７２となります。 

 

続いて、１１ページをご覧ください。 

公職選挙法第３３条第１項の規定により、みよし市長の任期満了

による選挙を令和７年１１月１６日に行う旨の告示となります。 

 

その下、みよし市長選挙の選挙長及び職務代理者の選任について

の告示です。 

選挙長には石原委員長を、職務代理者には吉岡職務代理者を選任

させていただきたいと思います。 

 

続いて、１２ページをご覧ください。 

みよし市長選挙の期日前投票所の場所及び期間についての告示で

す。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

場所は、みよし市役所、おかよし交流センターで、期間は１１月１

０日から１１月１５日までとなります。 

 

その下、おかよし交流センターにおける期日前投票所の開閉時刻

についての告示です。 

期日前投票所の開閉時刻は１つの期日前投票所を除き、通常の午

前８時３０分から午後８時まで以外の開場時刻を設定する場合は、

選挙管理委員会にて決定し、告示することとなっております。 

おかよし交流センターにつきましては、センターの開館時刻が午

前９時からとなることや投票所の開場準備のため、開場時刻を午前

９時からとしています。 

 

続いて、１３ページをご覧ください。 

投票所の場所についての告示です。 

天王投票区以外の投票区は小学校体育館を、天王投票区は新屋児

童館を投票所とする内容となっています。 

 

その下、みよし市長選挙における開票の事務を選挙会の事務と併

せて行う旨の告示です。選挙会とは、選挙長が行う当選人を決定する

事務です。 

公職選挙法では、開票の事務を選挙会の事務と併せて行うことが

できるとされています。 

 

続いて、１４ページをご覧ください。 

みよし市長選挙において開票の事務と併せて行う選挙会の事務を

行う日時及び場所についての告示です。 

場所は三好公園総合体育館、日時は１１月１６日午後９時１０分

となっています。 

 

続いて、１５ページをご覧ください。 

みよし市長選挙の期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理

すべき者の選任とこれらの者が職務を行うべき日についての告示で

す。 

投票管理者及び職務代理者には、市の職員を充てています。 

 

続いて、１６ページをご覧ください。 

投票日当日のみよし市長選挙の投票管理者及びその職務を代理す

べき者の選任についての告示です。 

投票管理者及び職務代理者には、期日前投票と同様、市の職員を充

てています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石原委員長 

 

続いて、１７ページをご覧ください。 

みよし市長選挙の選挙公報の掲載順序を定めるために行うくじの

日時及び場所についての告示です。 

日時は１１月９日午後５時３０分、場所はみよし市役所３階３０

１会議室となります。 

 

その下、投票所内における氏名等の掲示の掲載順序を定めるため

に行うくじの日時及び場所についての告示です。 

日時は１１月９日午後６時、場所はみよし市役所３階３０１会議

室となります。 

 

続いて、１８ページをご覧ください。 

みよし市長選挙における選挙運動費用の支出制限額についての告

示です。 

公職選挙法では、選挙運動費用の最高額を定めて、その範囲内でな

ければ、選挙運動の費用が支出できないものとしています。 

各候補者が選挙運動のために用いることができる支出の制限額

は、今回の選挙人名簿登録者数である４８，５１６人に、公職選挙法

施行令で定める人数割額の８１円を掛け、公職選挙法施行令で定め

る固定額の３，１００，０００円を足した金額である 

７，０２９，７９６円の１００円未満を切り上げた７，０２９，８

００円となります。 

 

その下、みよし市長選挙における選挙運動に関する収入及び支出

の報告書要旨の公表についての告示です。 

候補者は、選挙後に選挙運動に関する収支を記した報告書を選挙

管理委員会に提出しなければならないこととされています。 

選挙管理委員会は、報告書を受理したときは、その要旨を公表する

こととされており、その方法については、市役所前の掲示板に掲示

し、誰でも見ることができるようにするという内容となっています。 

 

続いて、１９ページをご覧ください。 

みよし市長選挙におけるポスター掲示場に選挙運動用ポスターを

掲示できる日の告示です。 

掲示できるのは、１１月９日の立候補届の受理後となります。 

 

議題（２）については以上となります。 

 

ただ今、書記からの説明がありましたが、ご質問等ございました
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石原委員長 
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石原委員長 

 

 

 

 

 

一丸書記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ら、お願いします。 

 

＜質問なし＞ 

 

それでは、議題（２）選挙管理委員会告示について、ご異議なけれ

ば挙手をお願いします。 

 

＜全員挙手＞ 

 

ご異議ないようですので、本議題については、承認されたものとい

たします。 

 

続きまして、３その他について 事務局から何かありましたらお

願いします。 

 

市長選の今後の日程について説明させていただきます。 

有投票の場合と無投票の場合の日程についてご案内させていただ

きます。 

まず、明日１１月９日の告示日についてですが、午前８時から仮受

付を行いますので、集合をお願いいたします。 

午前８時３０分までに仮受付者が２人以上いる場合は抽選を行い

ます。 

仮受付者が１人の場合は抽選せず、そのまま本受付を開始し、書類

等の審査を行います。 

立候補者が２人以上いる場合は有投票となりますので、そのまま

選挙公報の掲載順序決定のくじ、氏名掲示の掲載順序決定のくじに

移ります。 

１１月１０日から１１月１５日までの６日間は期日前投票となり

ますので、投票立会人のご協力をお願いいたします。 

ご協力いただく日程については、机上の配置表をご覧ください。 

１１月１４日について、選挙立会人の届出が１０人を超えるとき

は、選挙立会人のくじを行います。 

午前９時５０分から説明を行いますので１０分前までには集合を

お願いいたします。 

選挙立会人の届出期限が１１月１３日の午後５時までとなってお

りますので、午後５時以降にくじの実施の有無をご連絡させていた

だきます。。 

１１月１５日、午前１０時から選挙管理委員会と明るい選挙推進

協議会の合同会議がありますので、よろしくお願いいたします。 

１１月１６日、午後９時１０分から開票となりますので、午後８時



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石原委員長 

に集合をお願いいたします。 

１１月１７日、午後２時から当選証書付与式がありますので、よろ

しくお願いいたします。 

以上が有投票の場合の日程になります。 

続いて、無投票の場合についてですが、１１月９日午後５時の立候

補届出の締切までは、有投票の場合と同様です。 

立候補者が１人で無投票となった場合は、１１月１７日の午後１

時から臨時の選挙管理委員会を開催しますので、よろしくお願いい

たします。 

会議終了後、午後２時から当選証書付与式となりますので、よろし

くお願いいたします。 

 

市長選の日程については以上となります。 

 

それでは、議題は以上となりますので、本日の選挙管理委員会を終

了いたします。 

本日は、お疲れ様でした。 

 


